
基   金   事   業   の   概   要                (H23.4.5改正) 

基金名 ふるさと雇用再生特別基金 緊急雇用創出基金 
重点分野雇用創造事業 

事業名 ふるさと雇用再生特別基金事業 緊急雇用事業 
重点分野雇用創出事業 地域人材育成事業 

事業の趣旨 

地域内でニーズがあり、かつ、今後の地域
の発展及び地域における雇用継続が期待さ
れる事業において、地域求職者等を雇い入
れて安定的な雇用機会の創出を行う。 

企業の雇用調整等により、離職を余儀なく
された非正規労働者、中高年齢者等の失業
者に対して、次の雇用までのつなぎとなる
短期の雇用・就業機会の提供を行う。 

緊急雇用創出事業のスキームを活用し、成
長分野として期待されている分野におい
て、短期の雇用・就業機会の提供を行う。 

緊急雇用創出事業のスキームを活用し、成
長分野として期待されている分野におい
て、短期の雇用機会の提供と人材育成を行
う。 

６か月以内。１回更新可。 １年以内。更新不可。 １年以内。更新不可。 
雇用期間 

原則として 1年以上。更新可。 
※複数の事業に同一の者が重ねて就く場合、通算した雇用期間は１年以内（新たに介護分野の事業に従事する場合は、さらに 1年可） 

実施要件 

事業費に占める新規雇用失業者の人件費割
合が１／２以上 

事業費に占める新規雇用失業者の人件費割
合が１／２以上 

事業費に占める新規雇用失業者の人件費割
合が１／２以上 

・事業費に占める新規雇用失業者の人件費
割合が１／２以上 
・ＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴの組み合わせによ
る研修計画を作成・実施し、新規雇用失業
者の人件費以外の事業費に占める研修費割
合が３／５以上 

対象事業 

① 都道府県又は市町村（特別区、広域連合
及び一部事務組合を含む）が企画した新
たな事業であること（既存事業の振替で
ないこと） 
② 建設・土木事業でないこと 
③ 雇用機会を創出する効果が高いこと 
④ 地域内にニーズがあり、かつ、今後の地
域の発展及び地域における継続的な雇
用が期待される事業であること（草刈
り、単純清掃等の軽作業、事業継続性の
見込まれない調査研究事業等は除く） 

① 都道府県又は市町村（特別区、広域連合
及び一部事務組合を含む）が企画した新
たな事業であること（既存事業の振替で
ないこと） 
② 建設・土木事業でないこと 
③ 雇用機会を創出する効果が高いこと 
④ 地域内にニーズがあり、離職した非正規
労働者、中高年齢者等の失業者の次の雇
用までの短期の雇用・就業機会にふさわ
しい事業であること 

 

① 都道府県又は市町村（特別区、広域連合
及び一部事務組合を含む）が企画した新
たな事業であること（既存事業の振替で
ないこと） 
② 建設・土木事業でないこと 
③ 雇用機会を創出する効果が高いこと 
④ 地域内にニーズがあり、離職した非正規
労働者、中高年齢者等の失業者の次の雇
用までの短期の雇用・就業機会にふさわ
しい事業であること 
⑤ 重点分野（介護、医療、農林、環境・エ
ネルギー、観光、地域社会雇用、教育・
研究、福祉・子育て、産業振興、治安・
防災、文化、震災対応）に該当する事業
であること（ただし、未就職卒業者を対
象とする事業は、この限りでない） 

① 都道府県又は市町村（特別区、広域連合
及び一部事務組合を含む）が企画した新
たな事業であること（既存事業の振替で
ないこと） 
② 建設・土木事業でないこと 
③ 離職した非正規労働者、中高年齢者、未
就職卒業者等の失業者を新たに雇用し
た上で、当該労働者に対し、地域の企業
等で就業するために必要な知識・技術を
習得させるための人材育成を行う事業
であること 
④ 重点分野（介護、医療、農林、環境・
エネルギー、観光、地域社会雇用、教育・
研究、福祉・子育て、産業振興、治安・
防災、文化、震災対応）に該当する事業
であること（ただし、未就職卒業者を対
象とする事業は、この限りでない） 

委託先 
民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は
法人以外の団体等（シルバー人材センター
は除く） 

民間企業、シルバー人材センター、ＮＰＯ
法人、その他の法人又は法人以外の団体等 

民間企業、シルバー人材センター、ＮＰＯ
法人、その他の法人又は法人以外の団体等 

民間企業、シルバー人材センター、ＮＰＯ
法人、その他の法人又は法人以外の団体等 

地方公共団体による直接実施 不可 可 可 可 

その他の事業 

一時金の支給事業 
委託事業実施のために新規に雇い入れた
労働者を契約期間満了後に正規労働者とし
て雇い入れた事業主に対して一時金（対象
労働者１人当たり３０万円）を支給 

生活・就労相談支援事業 
求職者総合支援センターを設置し、基金
事業に従事する労働者その他求職者を対象
に生活・就労相談を実施 

 

事業期間 平成２０年度～平成２３年度 平成２０年度～平成２３年度 平成２１年度～平成２３年度（一部２４年度） 

基金積立額 
（国交付時期・金額） 

６１．７億円 
（平成２１年３月６１．７億円） 

７９．９億円 
（平成２１年３月２５億円） 
（平成２１年７月５４．９億円） 

７１．１億円 
（平成２２年 ３月３０．７億円） 
（平成２２年１０月１８．５億円） 
（平成２３年 ２月２１．９億円） 


